
 

 

 

中国渡航には、事前に査証取得が必要であり、コロナ渦前のようにノービザ・短期訪

問(15 日間)の訪問ができず、現状、日本人に対する短期滞在ビザ(査証)の免除措置を

再開しない状況が続いています。しかしながら、事前に査証を取得する以外にも、中国

に渡航する方法があります。 

APEC ビジネストラベルカード 

APEC ビジネストラベルカードを保持している場合、2023 年 5 月 1 日以降、1 回の中

国滞在は入国後 60 日滞在が可能であり、別途ビザ取得が不要です。 

⇒ 詳細は外務省 HP を参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html 

トランジットビザ(72 時間・144 時間) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市・口岸（通関地）ごとに滞在可能エリアが異なります 

このビザで入国した外国人は許可された滞在区域と期限を超えての滞在はできません 

 

到着ビザ・アライバルビザ(24 時間ビザ免除) 

商業・貿易、訪問・交流、投資・起業、親族訪問、私人事務等の非外交・非公務に従

事するため緊急に訪中する外国人で、中国外でのビザ手続きが間に合わない場合、招聘

状等の証明資料によりアライバルビザ(到着ビザ)を申請することができます。 

北京首都、北京大興、上海浦東、杭州、厦門、広州、深圳、成都、西安の９空港で、

手続きなしの 24時間ビザ免除を実施し、24時間以内の乗り継ぎチケットを持ち、いず

れかの空港で入国し、第三国・地域へ出境する旅客は、手続きせずにビザなしで入国で

きます。 

中国渡航にかかる査証について 


